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２０２３春季闘争
要求書提出実施
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要求書の提出に伴い、職場要求を中心に特筆すべき要求事項について解説を行う。
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　昨年の春闘に引き続いての要求である。
　育児に伴う部分休業については「小学校就学前の子を育てている職員」までが対象となっている。休業期間について「１日のうち２時
間以内」と定められており、給与面ではこの休業期間分が除算された額で支給される。
　小３程度までは下校時間も早く、まだ手も掛かることから独自に子供を預ける場所を確保している家庭が多い。小学校の場合は学童保
育があるが、学童の預かり時間は 17～18 時前後までであることが多く、フルタイムで働く共働き世帯にとっては負担が大きい。一方で、
子どもの体力的な面も含め、慣れない環境に預けることは不安が伴うことから自宅で面倒をみることを希望する家庭もある。仕事をしな
がら安定した子育て環境を望む昨今において、部分休業の対象範囲拡大を求める声が複数寄せられた事を受け、今回、制度整備の要求を行っ
ている。

部分休業の対象となる子の対象範囲を小学校３年生まで拡大（要求項目７（１））

　太田市は１月５日、スポーツ庁が主導する部活動の地域移行に対応した取り組みとして、新年度からスポーツ枠採用の市職員を部活動
の指導者として市内の公立中学・義務教育学校に派遣する構想を明らかにしている。
　これを受け、本要求では部活指導従事に係るトラブル対応や派遣対象者を支援する対応課の確立のほか、不透明となっている責任の所
在や運用方法について定めたガイドラインの作成を求めている。
　要求書提出の場では、現在、人事課と学校教育課で調整を行っている旨の回答があった。指導をめぐるトラブル対応などの取り決めは
学校教育課が定めることやガイドラインも併せて作成される見通し。派遣対象者の配属校は市内の中学校や義務教育学校が予定され、各
校に派遣する種目選手の調整も行われており、市職員と行政管理公社の職員とで 20 名弱となる見込みである。派遣対象者と配属先は３月
の内示で判明する。対象者は生徒の生活指導は行わず、技術指導のみを請け負うとのことであり、派遣の際には対象者への研修会を開く
ことも予定しているとの回答であった。

市職員の部活動指導者派遣には対応課を確立（要求項目９（４））

1.

2.

　2 月 15 日（水）群馬東部水道企業団３階 3B 会議室にて、
当局からは企画部長ほか人事課が計３名、太田市職労からは
10 名が出席の下、要求書の提出を行った。
　春季闘争（春闘）では民間の賃上げ運動に歩調を合わせ、
自治労の各単組が各首長に労働条件改善を求めるものとなっ
ている。太田市職労においても所要の改定を求めており、要
求内容は独自要求事項を主軸に、組合員にとって有利な労働
条件の確保、職場要求の実現を図るためのものとなっている。
　今回の要求は部分休業の対象範囲拡大など過去に要求した
が妥結に至らなかった事項（継続要求事項）を中心に、部活

動の地域移行に伴う対応課の確立のほか、社会福祉主事や社
会教育主事などの有資格者の適正配置や建築主事の職責措置
など人事運用や待遇措置の見直しについて要求している。
　それ以外にも育休取得促進に資するための特定事業主行動
計画等の周知強化や若年層からの要求事項として結婚休暇の
弾力的な運用など、ライフステージの変化を支える取組拡充
の声を独自要求事項に盛り込むことで幅広い年代の組合員か
らの声を伝えている。
　本要求に対する当局（人事課）からの回答を３月 16 日まで
に文書で行うことを求めており、今後の動向が注目される。
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【2023 春季闘争要求書】
１．基本要求項目

（1） 賃金・労働条件の決定および変更にあたっては、労使関係ルールに関する協定書
に基づき十分な交渉・協議を行うとともに、書面協定を結ぶこと。

（2） 組合員の生活を維持・改善するための水準を確保すること。また、財政事情など
を理由にした自治体独自の賃金削減は行わないこと。
(3） 諸手当については、地域の実情を踏まえつつ必要な改善を行うこと。特に、燃料費
の高騰を踏まえ、自動車等による通勤手当の引き上げを行うこと。
(4） 振替および代休運用の適正化を図ること。

２．組合員の生活を維持・改善するための賃金水準の確保
（1） 運用基準等
① 昇格の運用基準については、人事院規則に合わせ、在級期間の短縮（５割）、最短昇
格期間（１年）の適用を可能とするよう、規則を改正するとともに、運用を改善すること。
また５年超の職務経験についても 12 月換算とすること。
② 技術系の実務経験者の採用区分では、社会人経験期間を全て昇任に必要な在級年数
に換算されている一方、新規採用枠の社会人経験者においては、上限５年としその半
分しか昇任に必要な在級年数が換算されていない状況にある。昨今の採用状況を鑑み、
４級昇任における救済措置の創設（４級への昇格条件を在級年数 18 年から１年短縮す
るなど）や社会人経験期間の上限５年を撤廃する等により、その不公平感による職員
のモチベーション低下を招かぬよう採用区分による格差を是正すること。
③ 役職定年の実施に伴い、現在実施している 50 歳台後半層職員の昇給抑制を見直し、
60 歳まで昇給が可能になるようにすること。
④ 課長補佐においては人財育成基本方針において係長と役割が明確に区分されている
ことから役職の責務を明確化した上で、管理職手当を 59,500 円に引き上げること。ま
た引き上げない場合においては引き上げない理由を明確化すること。
⑤ 一時金における役職の傾斜配分を４級係長代理は５％から 10％、６級課長は 10％
から 15％と他市並みにすること。

３．人員確保と働き方改革の実現
（1） 公共サービスの水準維持と提供体制の確保のため、必要な人員を配置すること。
特に市民課においては恒常的に市民の待ち時間が長いことから市民サービス向上のた
めにも会計年度任用職員も含めて人員を増員すること。

（2） 年次有給休暇の取得促進に向けた取り組みを継続すること。
（3） 時限休暇である夏季特別休暇については、昨今における酷暑期間の長期化や最適
化された人員配置により休暇を取得しづらい職場があることを踏まえると、分散取得
の促進が望ましく、また、夏季休暇を早期に取得することで年休取得の促進に繋がる
ことから、取得時期を１か月前倒しし、夏季年休取得促進期間と同様の６月から９月
末までとすること。

（4） 障害者雇用において地方自治体の法定雇用率は 2.6% と民間企業よりも高い数値と
なっているが、障害者雇用率を明らかにした上で、定期的な採用を実施することで法
定雇用率を下回らないようにすること。またノーマライゼーションの理念に基づき、
障害者雇用で採用された職員が働く環境整備を整えること。

４．人事評価制度に対する対応
（1） 人事評価制度の運用にあたっては、十分な労使交渉・協議を行うとともに、処遇
反映は重要な労働条件の変更となることから組合との合意を前提とすること。また、
労使交渉を踏まえた定期的な検証・見直しを行うこと。

（2） 評価者による評価のバラツキがないように定期的な評価者研修を実施すること。
（3） 被評価者と評価者が適度な緊張感を保てるように 360 度評価を実施すること。

５．会計年度任用職員の処遇改善
（1） 会計年度任用職員の賃金・労働条件
① 会計年度任用職員の賃金・労働条件を変更する場合は、事前に組合と協議または交
渉を行うこと。

② 会計年度任用職員の一方的な雇止めを行わないこと。また、業務の改廃や減少によ
り会計年度任用職員数の削減を行う場合は、他の職場で勤務が継続できるようにする
こと。
③ 継続して勤務する会計年度任用職員については現行の１号級の昇給ではなく、２号
級の昇給とすること。

６．定年引き上げに対する対応
（1） 役職定年により降任する職員については、高齢職員が持つ技術・知識・経験を積
極的に活用するためにふさわしい職務・職名とすること。

（2） 役職定年後も正規職員としての自覚を促し、組合員に過度な負荷がかからないよ
うに役職定年後も積極的に働ける環境整備を行うこと。

７．両立支援関係
（1） 部分休業の対象となる子の対象範囲を小学３年生まで拡大すること。
（2） 子の看護休暇については子に関わらず看護休暇の対象者の拡大をすることで家族
看護休暇とすること。

８. LGBTQ+ をはじめとした職員の多様性を尊重した労働条件の整備
（1） 各種休暇制度、手当支給において、パートナーシップ制度に基づく関係を前提と
した制度または「事実婚と同等」とする制度とすること。

９．以下の職場要求の実現をはかること。
(1) ６カ月以上の長期育児休業を取得する予定の職員が明らかになった場合には速やか
に育休代替職員の検討をし、組合員が安心して休業を取得できるように引継ぎを考慮
し、休業前に代替職員を配置すること。

（2） 病気休暇が長期になると見込まれる場合は、担当者が不在となった業務が滞らな
いよう周囲の職員がフォローするだけでなく、病休復帰後の負担軽減を考慮し、代替
職員を配置する等適切に対応すること。

（3） 朝活やゆう活の活用、時間外勤務の開始時間等、職場により制度運用に大幅な違
いがないように管理職に対しての周知を徹底すること。
(4) スポーツ庁の推進する部活動の地域移行においては、学校との調整、保護者対応等、
単に技術指導を行うだけではなく、必要とされる能力が多岐に渡ることから派遣する
際には派遣される職員がトラブル対応等で孤立することのないようにトラブル対応担
当課を明確にすること。また責任の所在や職務としての指導範囲についても明確にす
るために、ガイドラインを作成すること。
(5) アライグマやハクビシン等、有害鳥獣の駆除にあたっては死体処理を伴うことから、
清掃作業手当の動物等の死体処理作業に従事した職員として運用すること。

（6）ケースワーカーになるための社会福祉主事（三科目主事含）や社会教育主事等、
資格が必要な職務については有資格者を配属すること。
(7) 自己申告書は数少ない人事課への意思表示の機会であることから、以下の記載欄を
設けること。
① 管理職への登用辞退について
② 不妊治療、育児休業希望予定等について
(8) 建築行政機能を維持する上で業務上必要となる建築主事においては、その職責に対
して必要な措置を講ずること。また、建築基準適合判定資格を有していたとしても、
自己申告に資格の記載がない場合は、その資格を業務で使用する意思がないこととみ
なし人員配置を行うこと。
(9) 太田市特定事業主行動計画（ポップコーンプラン）にあるとおり「仕事と育児の両
立支援ガイド」を子育てに入る職員等に周知するだけでなく職員全体にも周知を図り、
育児休業等を活用しやすい職場風土の形成に努めること。
(10) 新型コロナ等の急激な社会情勢の変化により結婚休暇の取得を逸することがない
よう事実発生日後の取得期間を６ヶ月に緩和すること。

　群馬クレインサンダーズの観戦チケットを無料配布します。今回は 3 月 26 日（日）（VS 秋田ノーザンハピネッツ）、4 月
1 日（土）、2 日（日）（VS 島根スサノオマジック）のチケットをそれぞれ 30 枚配布します。
　配布は抽選制となりますので、下記の要件をご確認いただき、締め切りまでに応募頂きますようお願いします。今後の試
合については後援会用観戦チケットの割り当てがあり次第、機関紙で告知をいたします。

対　　象 組合員（賛助会員、公的賛助会員は対象外）

交付枚数 １人２枚まで（同一試合で２枚）

締め切り 2023 年 3月 10日（金）17時まで

申請方法 掲載のQRコードリンク先のフォームから応募

※応募締め切り後、抽選を行います。当選者には書記局よりご連絡いたします。

群馬クレインサンダーズ後援会チケット配布事業（第三弾）について

4.1 SAT 15:05-
第 28節 HOME太田市民

4.2 SUN 15:05-
第 28節 HOME太田市民

3.26 SUN 15:05-
第 27節 HOME太田市民
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